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（医療施設調査・患者調査） 

審 査 メ モ 

＜審査項目＞ 

１ 今回申請された変更内容 

（１）調査事項の変更 《医療施設調査（静態）》

○ 社会状況の変化や利活用の状況等を勘案して、調査事項を見直し

（注１）患者調査については、専ら調査票の形式変更のみ

（注２）調査事項の変更に合わせて、集計事項についても変更等

（２）公表時期等の変更 《医療施設調査（静態）、患者調査》

○ 確定数の公表早期化を実施

○ それに伴い、前回調査において暫定的に行った概数公表をとりやめ、公

表を確定数に一本化 

（３）標本抽出についての計画上の記載修正 《患者調査》

○ 患者調査の標本抽出の手順について、受療行動調査（一般統計調査）の

標本抽出との関係性を明確に記載 

２ 前回答申で示された課題の検討状況 《医療施設調査（静態）、患者調査》 

（１）オンライン調査の更なる推進

（２）調査結果の適切な公表（⇒前記１（２））

３ 統計委員会建議での指摘に対する対応状況 《医療施設調査（動態）》 

○ 遅延調査票の扱い

○ 調査計画の変更
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１ 今回申請された変更内容  

（１）調査事項の変更 《医療施設調査（静態）》 

（変更内容） 

社会状況の変化や利活用の状況等を勘案して、調査事項を見直し 

（審査状況） 

ア 今回、図表１－１及び図表１－２に掲げる調査事項の追加・削除等（年次の更新、

番号の変更や用語の修正等は除く。）を計画している。 

  また、調査事項の見直しに伴い、集計事項の見直しも計画している。 

 

図表１－１ 調査事項の追加等 

※「別添１」は、調査票の新旧対照部分（図表１－２も同じ） 

変更内容 
調査票の 

該当番号等 
別添１ 

ⅰ）特殊診療設備のうち、 

 「ICU(特定集中治療室)に専任している医師数」の

追加 

病院票 

新 27・旧 28 
P.13 

ⅱ）歯科設備に、以下の項目を追加 

 ■「歯科用 CAD/CAM 装置」 

 ■「デジタル印象採得装置」 

 ■「口腔外バキューム」 

病院票 

新 32・旧 33 

歯科診療所 

新 17・旧 17 

P.14 

ⅲ）従事者数に、以下の項目を追加 

 ■「救急救命士」 

病院票 

新 36・旧 38 

一般診療所票 

新 27・旧 28 

P.15 

   （注）年次の更新等の形式的な変更については省略している。 

 

 

図表１－２ 調査事項の削除・縮小等  

変更内容 
調査票の 

該当番号等 
別添１ 

ⅰ）処方の状況等のうち、 

 「入院患者への薬剤管理指導（９月中の薬剤管理指導料の

回数）」の削除 

病院票 

新 11・旧 11 
P.16 

ⅱ）臨床研修医の削除 
病院票 

旧 12 
P.17 

ⅲ）医療安全体制のうち、 

 「医療機器安全体制の保守計画の管理」を削除 

病院票 

新 25・旧 26 
P.18 
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変更内容 
調査票の 

該当番号等 
別添１ 

ⅳ）放射線治療の実施状況のうち、 

 「RALS(再掲)」、「IMRT(強度変調照射)等の高精度照射」の

削除 

病院票 

新 31・旧 32 
P.19 

ⅴ）剖検の削除 
病院票 

旧 35 
P.20 

ⅵ）歯科設備の削除 
一般診療所票 

旧 27 
P.20 

   （注）この調査事項の削除に伴って集計事項にも変更が生じる。 

イ これらの変更理由については、適当と考えられるものが多いが、追加等するものに

ついては、その背景事情、想定される利活用を、削除等するものについては、集計結果

が提供されなくなることによる支障を確認する必要がある。 

 

（論点） 

ａ 追加等する調査事項 

○ それぞれその背景事情や、想定されている調査結果の利活用を説明してくださ

い。 

ｂ 削除等する調査事項 

○ 得られなくなる情報及び集計されなくなる事項について、これまで、どのよう

な目的・利活用を想定して把握していたのか、また、今後、それらの情報が得ら

れなくなることで、調査結果の利活用上、支障は生じないのか、説明してくださ

い。 
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（２）公表時期等の変更 《医療施設調査（静態）、患者調査》 

（変更内容） 

○ 確定数の公表早期化を実施 

○ それに伴い、前回調査において暫定的に行った概数公表をとりやめ、公表を確定

数に一本化 

（審査状況） 

ア 両調査については、調査結果の公表が、調査終了後１年を超えることが多く、調査

結果の早期提供の観点から懸案事項となっていた。  

そのため、前回調査においては、確定数の公表早期化の検討を答申時の課題としつ

つ、その検討について結論を得るまでの暫定的な措置として、確定数の公表に先立ち

調査実施から１年を目途に、概数（医療施設調査：２表、患者調査：１表（別添２参

照））を公表する対応がなされた（図表２－１参照）。 

 

イ その後、厚生労働省において、確定数の公表早期化について検討された結果、今回、

両調査とも調査終了後１年１か月（医療施設調査については１か月、患者調査につい

ては２か月の早期化）に公表する旨の申請がなされることとなった。 

これにより、概数と確定数の公表時期が近接することとなるが、厚生労働省は、 

・ 概数公表の直後に確定数が公表される状況にあって、概数の必要性は極めて乏し

くなる、 

・ 概数を集計した前回調査の実務において、概数の公表作業と確定数の集計作業が

事実上並走する形になり、事務が大幅に煩雑化した。この実態を踏まえると、概数

と確定数の公表時期の間隔が前回よりも更に小さくなる今回において、引き続き概

数公表を残した場合、事務の輻輳及び煩雑化はより一層顕著になり、結果として、

確定数の公表に支障が生じることが懸念される 

と考えており、これを踏まえ、確定数の公表早期化に併せて、概数公表を取りやめ、確

定数の公表に一本化することを計画している（図表２－２参照）。 

 

 図表２－１ 前回調査における公表時期 

医療施設調査 患者調査 

提出期限（a） 概数公表 確定数公表 提出期限（a） 概数公表 確定数公表 

令和 3 年 2 月末 令和 4 年 2 月下旬 

（a から 1 年） 

令和４年４月下旬 

（a から 1 年 2 か月） 

令和 3 年 3 月末 令和 4 年 3 月下旬

（a から 1 年） 

令和４年６月下旬 

（a から 1 年 3 か月） 

 

 

図表２－２ 今回調査における公表時期の変更案 

医療施設調査 患者調査 

提出期限（b） 概数公表 確定数公表 提出期限（b） 概数公表 確定数公表 

令和 5年 10 月末 (確定数に一本化) 
令和６年 11 月下旬 

（a から 1 年１か月） 
令和 5年 11 月末 (確定数に一本化) 

令和６年 12 月下旬 

（a から 1 年１か月） 
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（注）前回調査は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、提出期限・公表期日ともに４か月繰り下げてお

り、今回の変更申請においてはこれを元に戻した上で、確定数・概数の公表を一本化するもの。 

 

ウ これについては、前回答申時の課題を踏まえて、利活用ニーズの高い確定数の公表

早期化及び集計事務の効率化が図られることから、おおむね適当であると考えるが、

公表までの１年１か月の工程表（別添３－１、２参照）の内容も含め、確認する必要が

ある。 

 

（論点） 

○ 別添３のスケジュールであれば、将来的にも安定的な公表時期の維持が可能と考

えているか。その上で、更に工程を効率化できる余地はないか。 

○ 追加提出・提出遅れの期間をこれほど長期に確保する（照会を２回している）理

由は何か。 
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（３）標本抽出についての計画上の記載修正 《患者調査》 

（変更内容） 

○ 患者調査の標本抽出の手順について、受療行動調査（一般統計調査）の標本抽出と

の関係性を明確に記載 

 

（審査状況） 

ア 患者調査の現状の調査計画では、標本の抽出について、下表の「現行」欄記載のとお

り、病院について、全てのサンプルを医療施設基本ファイル（注）から直接選定するこ

とを前提とした記載がなされている。 

（注）医療施設基本ファイルとは、医療施設調査（静態調査）の調査結果名簿を基に、同調査の動態調

査により把握した医療施設の開設・廃止等の状況を反映させた医療施設に係る名簿 

イ しかし、令和４年７月に、厚生労働省が令和２年患者調査の実施状況について自己

点検（PDCAサイクルの一環としての調査実施者自らによる点検・評価）を実施し、実際

の標本の選定方法の流れをより明確に記載することが望ましいと判断した。 

 具体的には、図表３のとおり、病院のうち、病院外来（奇数）票の報告を求める約

3,400の病院については、その一部（500病院）について、受療行動調査（厚生労働省の実

施する一般統計調査）の標本として別途選定した病院を充て、残る約2,900病院について、

医療施設基本ファイルから直接選定する方法が取られている。 

図表３ 患者調査の標本抽出方法 

《現行計画の記載》 

 

 

 

 

 

《実際の取扱い》 

 

 

 

 

 

 

ウ 調査計画と実態の不整合が生じた経緯について、厚生労働省は、以下のような認識

を有している。 

医療施設基本ファ

イル 

（約 8,300 施設） 

患者調査の標本 

（約 3,400 施設

※） 

患者調査の標本選

定(約 2,900 施設) 

医療施設基本ファ

イル 

（約 8,300 施設） 

受療行動調査の標本

選定(500 施設) 

患者調査の標本 

（約 3,400 施設） 

※この約 3,400 施設は、病院外来（奇

数）票等で報告を求める施設の数 

※患者調査全体で、報告を求める病院

については、医療施設基本ファイル

約 8,300施設から合計約 6,500 施設

を抽出している。 
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○ 平成８年の受療行動調査の開始までは、約 3,400 病院の全てについて、医療施設

基本ファイルから直接選定していたが、受療行動調査の開始に伴い、抽出の流れを

変更した。しかし、医療施設基本ファイルが母集団情報となっている状況は同様で

あることから、受療行動調査の標本抽出についてまで記載することに思い至らなか

ったと考えられる。 

 

エ そこで、厚生労働省は、令和４年７月に自己点検によりこの状況を確認したことを

機に、今回の変更に併せて、下表の「変更案」記載の内容に修正し、調査計画をより明

確にすることを計画している。 

 

図表４ 調査計画の該当部分に係る新旧対照表 

変更案（抄） 現行（抄） 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

ア 病院 約6,500（母集団の大きさ8,156） 

（内訳） 

① 病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、

病院（偶数）票及び病院退院票により報告を求

める病院 約3,400 

② 病院入院（奇数）票、病院（偶数）票及び病

院退院票により報告を求める病院 約3,100 

 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出（■全

数階層あり） □有意抽出） 

医療施設基本ファイルに基づき、病院の入

院については二次医療圏、病院の種類及び病

床規模により、病院の外来については都道府

県、病院の種類及び病床規模により、一般診

療所については都道府県、主たる診療科目及

び病床の有無により、歯科診療所については

都道府県により、層を設けて無作為抽出によ

り選定する。 

なお、前記４（１）ア①に該当する病院の一

部は、令和５年に実施する受療行動調査（厚

生労働省が実施する一般統計調査）の報告者

として選定された病院をもって充てる。（後

略） 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）数 

 

 

【病院入院（奇数）票、病院外来（奇数）票、病院

（偶数）票及び病院退院票により報告を求める病院】 

約3,400（母集団8,282） 

【病院入院（奇数）票、病院（偶数）票及び病院退院票

により報告を求める病院】約3,100（母集団8,282） 

 

（２）選定の方法（□全数 ■無作為抽出 □有意抽出） 

医療施設基本ファイルに基づき、病院の入院

は二次医療圏別、病院の外来及び診療所は都道

府県別に層化無作為抽出する。（後略） 

 

オ 今回の変更は、ＰＤＣＡによる自己点検の結果として、標本抽出の流れを、実態に

即してより明確に記載しようとするものであることから、適当と考えるが、現行の方

法により標本抽出する必要がある理由について確認する必要がある。 

 

（論点） 

○ 医療施設基本ファイルから受療行動調査の 500 施設の標本選定を患者調査より

先に行う必要がある理由を説明してください。 
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２ 前回答申で示された課題の検討状況《医療施設調査（静態）、患者調査》 

両調査については、前回答申において、次の（１）及び（２）に掲げる課題が指摘され

ている。 

 

（１）オンライン調査の更なる推進 

（課題の要旨（両調査共通）） 

オンライン調査の実施状況・利用結果やオンライン調査導入による回答状況への影響等につい

て、実査を担う経由機関と報告者である医療機関双方における利便性の観点を含め、丁寧に検証、

分析等を行い、令和５年調査におけるオンライン調査の更なる利用の促進と改善に向けて検討す

る必要がある。 

 

（審査状況） 

ア 本課題についての厚生労働省の前回（令和２年調査時）の取組実績は、以下のとおりで

ある。 

《令和２年実績》 

 コールセンター（回線数及び対応人員）の拡充 

 経由機関審査ツールの拡充 

経由機関において医療施設調査病院票と病院報告との照合審査において、オンライ

ン調査での回答の照合を行えるツールを開発 

 

イ また、両調査におけるオンライン回答率について、オンライン調査を全面的に導入した前々回調

査（平成 29 年）及び前回調査（令和２年）を比較したところ、図表５のとおりであり、全ての属性に

おいて上昇している。 

図表５ 医療施設調査（静態）及び患者調査のオンライン回答率の推移 

調 査 名 報告者の属性 前々回（平成 29 年） 前回（令和 2 年） 

医療施設調査 

（静態） 

病   院 45.8％ 65.7％ 

一般診療所 12.2％ 24.0％ 

歯科診療所 6.3％ 14.9％ 

患 者 調 査 病   院 36.7％ 54.4％ 

一般診療所 9.3％ 21.8％ 

歯科診療所 8.2％ 19.3％ 

（注１）本表のオンライン回答率は、「オンラインで回答した調査客体数」を「調査客体数」で除した数値である。 

（注２）医療施設調査及び患者調査は、平成 29 年からオンライン調査を全面的に導入した。 

 

ウ この上昇傾向に、前記アの取組がどの程度寄与しているか数量的な判断はできないが、

厚生労働省においては、令和５年調査の実施に当たり、令和２年調査時の対応を含め、以
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下の取組を予定しており、現状における取組みとしては、適当なものと考える。 

《令和５年調査の取組み案》 

 コールセンターの更なる拡充（医療施設調査、患者調査） 

 オンライン調査の普及・啓発（医療施設調査、患者調査） 

厚生労働省からの呼びかけ、経由機関からの積極的な周知を行う。 

 電子調査票の拡充（医療施設調査、患者調査） 

Excel 形式に加え、HTML 形式の電子調査票を開発 

 経由機関審査ツールの周知（医療施設調査） 

ヒアリング及びアンケート結果によると、審査ツールの存在を知らない又は使い方がわから

ないといった回答が約４割であり、その存在の周知や使い方の説明について工夫する。 

 電子調査票の既存情報活用機能の利便性の向上及び周知（患者調査） 

電子調査票について、診療報酬改定等の内容を既存情報活用機能に反映させるための改修を

行う。 

 

（論点） 

特になし 

 

 

（２）調査結果の適切な公表 

（課題の要旨（両調査共通）） 

統計利用者にとって利活用ニーズの高い「確定数」の早期公表が望まれる中、調査実施体制の現

状等も踏まえつつ、調査票の審査集計等業務の効率化等を図ることにより、「確定数」の公表の早

期化に繋がる効率化手法について検討する必要がある。 

 

（審査状況及び論点） 

  前記１の「（２）公表時期等の変更」に係る審議の中で併せて確認 
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３ 統計委員会建議での指摘に対する対応状況《医療施設調査（動態）》 

ア 統計委員会は、令和３年 12 月に発覚した建設工事受注動態統計調査（国土交通省が実

施する基幹統計調査）に係る一連の不適切事案に対応するため、「公的統計品質向上のた

めの特別検討チーム」を設置し、国土交通省の検証委員会報告等を精査し、政府の統計

調査全体に共通する統計作成上のリスク、課題や問題を抽出するとともに、各府省の基

幹統計の集計プロセスの点検を含めた「点検・確認」を行った。 

 

イ 今回の不適切事案においては、月次調査における遅延調査票（注）の取扱いが争点であ

ったこともあり、各基幹統計調査における遅延調査票の取扱いも、点検・確認の対象と

された。 

 その結果、「遅延調査票を月（期）の集計に少しでも利用している」とした 11 調査の

うち、ほとんどの調査について、「事後的に、本来の（過去の）集計対象月（期）の集計

に遡って反映されている」とされている中にあって、医療施設調査（動態調査）のみが、

異なる扱い（遅延調査票が提出された月の実績に計上し、事後的な遡及対応等を行わな

い。）をしていることが明らかになった。 

（注）令和４年８月に取りまとめられた「公的統計の総合的な品質向上に向けて（建議）」（以下「建議」とい

う。）では、遅延調査票は、月次・四半期の周期で行う統計調査において、提出が回答期限に間に合わず、本

来の集計対象月の月別集計に含めることのできなかった調査票と整理されている。 

 

ウ これを踏まえ、建議の「遅延調査票への対処基準」の中で、医療施設調査（動態調査）

における遅延調査票の取扱いについては、Ⅱ２）ア）に該当するものとして、以下のと

おり整理された、 

 

「遅延調査票への対処基準」（抄） 

 

Ⅱ 遅延調査票を集計に使用するパターン 

１）（略） 

２）暫定的に使用するパターン（今後、下記Ⅲ－２）又はⅢ－３）の見直しが必要） 

ア）発生、廃止等の変化の報告を求める場合であって、遅延調査票を集計に加える

必要があるパターン 

発生、廃止等の変化の報告を求める場合であって、過去の報告値の累積として

当月値を算出する場合、又は、前月値に当月分の報告結果を加えたものを当月値

として算出するもので、遅延調査票を月別集計に直ちに反映する必要があること

から、遅延調査票を、提出された月の月別集計に使用するパターン 

イ）（略） 

 

Ⅲ 遅延調査票を使用する場合における留意点 

１）遅延調査票を集計に使用している場合には、その処理方法を公表資料に明示す

る。 
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２）上記Ⅱ－２）－ア）のパターンについては、提出された月の月別集計に使用した

遅延調査票を、事後に遡って反映する処理の導入や月別集計の廃止などを含め、月

別集計の在り方を検討するとともに、遅延の原因を確認し、改善策等を検討する。 

３）（略） 

エ さらに、建議では、「10 中央統計機構の相談対応の充実と体制強化」において、

ⅱ）総務省は、統計委員会と連携しつつ、当分の間、今般の点検・確認や統計作成プロ

セス診断等において課題等が把握された各府省の統計調査を中心に、調査計画の審

査の際に、調査計画に記載のない集計プロセス等についても各府省に確認し、必要に

応じ意見を述べる。（後略） 

  とされている。 

 そこで、今回の諮問審議の中で、「遅延調査票への対処基準」の「Ⅲ 遅延調査票を使

用する場合における留意点」において指摘されている事項の対応・検討状況について確

認するものである。 

オ この審査メモの作成段階においては、厚生労働省は、建議での指摘事項について、下

表のスケジュールで対応するとしているところであるが、諮問審議の段階で更に進捗し

ている内容も想定されることから、検討の進捗状況及び今後の見通しについて確認する

必要がある。 

図表６ 厚生労働省の医療施設調査動態調査の見直しに係る検討状況 

建議の指摘事項 

（遅延調査票を使用する場合における留意点） 

対応方針 

１）遅延調査票を集計に使用している場合には、

その処理方法を公表資料に明示する。 

■ 令和４年 12 月に、遅延調査票を集計に用い

ている旨と、現在の処理の方法を厚生労働省

ホームページに公表済

２）提出された月の月別集計に使用した遅延調

査票を、事後に遡って反映する処理の導入や

月別集計の廃止などを含め、月別集計の在り

方を検討するとともに、遅延の原因を確認し、

改善策等を検討する。 

■ 病院及び診療所の施設数及び病床数の推移

を見る上で月別集計は、引き続き必要と整理

しつつ、以下のとおり対応を予定 

① 月報の集計方法については、現在の処理方

法を維持 

② 年報の集計方法については、令和４年調査

以降の公表に当たって、実際に事象が発生し

た月に遡って反映できるか検討 

・令和５年１月から、検証を開始

・令和６年１月 検証終了見込み
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③ 報告者である都道府県等を対象に、遅延調

査票の発生原因を確認（令和４年 11 月末回答

期限） 

 

カ また、令和４年 12 月 21 日の統計委員会において別添４「統計委員会建議への対応に

関する追加資料」により報告したとおり、厚生労働省における統計委員会建議への対応

の過程で認識された、次に掲げる事項について、本部会において審議を行う。 

① 遅延調査票とは異なる報告形態への対応 

② 住居表示の変更情報の取扱いについての調査計画への追記 

 

キ なお、カ①・②に関連して、次に掲げる調査計画の変更も予定されている。 

①について、別添４の１（６）のとおり、厚生労働省は動態調査票の「届出受理又は処

分等」欄の項目名について、誤解の生じない項目名に修正等を行う予定としている。 

②について、別添４の「２」のとおり、調査計画に住居表示の変更情報の取扱いを追記

する予定としている。 

これらについて、変更の具体的な内容や今後の予定などについて確認する必要がある。 

 

 

（論点） 

【建議で指摘された医療施設調査（動態調査）の課題への対応】 

① 遅延調査票についての現在の処理方法の公表 

② 月報の必要性及び現在の集計方法を維持する理由 

③ 年報の集計方法についての具体的な検証内容及びスケジュール等 

④ 遅延調査票の発生理由等についての都道府県への照会結果 

【建議で指摘された課題に対応する過程で新たに発見された事項への対応】 

⑤ 前記④の照会過程において、遅延調査票とは異なる形の報告形態（caseⅢ）が

あることが明らかになったことを受け、以下のカテゴリー別の規模感の確認結果

（上記カ関係） 

・caseⅠ（遅れなく提出された場合） 

・caseⅡ（過去の案件について、遅れて提出された場合⇒建議における「遅延調査票」） 

・caseⅢ（過去の案件について、自治体への届出日により作成された場合 

⇒実際には過去の案件だが、厚労省において遅延分と認識できない調査票） 

⑥ 次の事項を踏まえて想定される今後の調査計画の変更想定案（上記キ関係） 

・自治体への届出日により調査票が作成されてしまうことの防止 

・住居表示の変更情報の取扱いの明確化 
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＜調査事項の追加等＞ 

ⅰ）特殊診療設備 

  ICU（特定集中治療室）に専任している医師数【追加】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 

 

 

  

 ( 27 ) 特殊診療設備

　　01～06はそれぞれの診療報酬上の施設基準又は要件を満たすもののみ記入

ICU(特定集中治療室) 床 人

SCU(脳卒中集中治療室) 床 人

MFICU(母体・胎児集中治療室) 床 人

無菌治療室(手術室は除く) 床 人

放射線治療病室 床 人

外来化学療法室 床 人

NICU(新生児特定集中治療室) 床 人

　　08～11は診療報酬上の施設基準又は要件を満たす満たさないに関わらず記入

CCU(心臓内科系集中治療室) 床 人

GCU(新生児治療回復室) 床 人

PICU(小児集中治療室) 床 人

陰圧室 床 人

　ICU(特定集中治療室)に専任している医師数

　専任している医師数を実人員で記入してください。

医師数（実人員） 人

11

07

08

09

10

　　　07は新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしているものをいう。
　　　（「総合周産期特定集中治療室管理料」に含まれる「新生児集中治療室」の
        病床を含む。）

06

01

02

03

04

05

病床数
９月中の取扱

患者延数

 ( 28 ) 特殊診療設備

　　01～06はそれぞれの診療報酬上の施設基準又は要件を満たすもののみ記入

ICU(特定集中治療室) 床 人

SCU(脳卒中集中治療室) 床 人

MFICU(母体・胎児集中治療室) 床 人

無菌治療室(手術室は除く) 床 人

放射線治療病室 床 人

外来化学療法室 床 人

NICU(新生児特定集中治療室) 床 人

　　08～11は診療報酬上の施設基準又は要件を満たす満たさないに関わらず記入

CCU(心臓内科系集中治療室) 床 人

GCU(新生児治療回復室) 床 人

PICU(小児集中治療室) 床 人

陰圧室 床 人

02

01

　　　07は新生児特定集中治療室管理料の施設基準を満たしているものをいう。
　　　（「総合周産期特定集中治療室管理料」に含まれる「新生児集中治療室」の
        病床を含む。）

11

10

06

05

9月中の取扱
患者延数

病床数

09

08

07

04

03

（別添１）調査票新旧対照表 

 



 

14 
 

 

ⅱ）歯科設備【変更】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 

 

 

  

 ( 32 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 (　　　　　　　　　　台)

※　歯科診療台を保有している場合は台数を記入してください。

2 デンタル・パノラマＸ線装置

3 歯科用ＣＴ装置

4 手術用顕微鏡

5 滅菌機器（オートクレーブ等）

6 ポータブル歯科ユニット

7 歯科用CAD/CAM装置

8 デジタル印象採得装置

9 口腔外バキューム

 ( 33 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

1 歯科診療台 (　　　　　　　　　　台)

※　歯科診療台を保有している場合は台数を記入してください。

2 デンタル・パノラマＸ線装置

3 歯科用ＣＴ装置

4 手術用顕微鏡

5 滅菌機器（オートクレーブ等）

6 ポータブル歯科ユニット
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ⅲ）従事者数【追加】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 

 

 ( 36 ) 従事者数 10月１日現在の数を記入してください。 （ 注 ）

１）雇用形態にかかわらず、医療機関が定める

1週間の勤務時間（所定労働時間）のすべてを

勤務している場合は「常勤」、勤務していない場合は

「非常勤」としてください。

２）常勤換算については、下記の計算式により常勤換

医師 人 . 人 算数を計算し、それぞれの欄に記入してください。

歯科医師 人 . 人 小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位

まで計上してください。

得られた結果が0.1に満たない場合は「0.1」と計上

してください。

常勤換算は「0.1」「1.0」等「0」を省略せずに記入して

ください。

薬剤師 人 . 人 従事者の１週間の勤務延時間数（残業は除く）

保健師 人 . 人 医療機関において常勤の従事者が勤務すべき

助産師 人 . 人 １週間の時間数（所定労働時間）

看護師 人 . 人 ※ １週間の時間数が32時間を下回る場合は分母を

准看護師 人 . 人 32時間としてください。

看護業務補助者 . 人

理学療法士（PT） . 人 常勤換算の詳細は「調査の手引き」を参照してください。

作業療法士（OT） . 人 ３）「01　医師」、「02　歯科医師」は

視能訓練士 . 人 「常勤」のみの実人員及び

言語聴覚士 . 人 「非常勤」のみの常勤換算を

義肢装具士 . 人 それぞれ記入してください。

歯科衛生士 . 人 ４）「03　薬剤師」、「04　保健師」、

歯科技工士 . 人 「05　助産師」、「06　看護師」、「07　准看護師」は

診療放射線技師 . 人 「常勤」・「非常勤」を合計した実人員及び

診療エックス線技師 . 人 「常勤」・「非常勤」を合計した常勤換算を

臨床検査技師 . 人 それぞれ記入してください。

衛生検査技師 . 人 実人員、常勤換算のどちらか一方が空欄ということは

臨床工学技士 . 人 ありません。

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 . 人 また、実人員≧常勤換算となるように記入してください。

柔道整復師 . 人

管理栄養士 . 人

栄養士 . 人

精神保健福祉士 . 人

社会福祉士 . 人

介護福祉士 . 人

保育士 . 人 ５）「28　保育士」は子どもの患者に対するケアを行う

公認心理師 . 人 保育士を記入してください。

救急救命士 . 人 なお、院内保育所に勤務している保育士は含みません。

その他の技術員 . 人

医療社会事業従事者 . 人

事務職員 . 人

その他の職員 . 人

常勤換算数＝

「常勤」従事者の
実人員

「非常勤」従事者の
常勤換算した人数

（小数点以下第２位四捨五入）

「常勤」と「非常勤」
従事者の実人員

「常勤」と「非常勤」
従事者の常勤換算した人数

（小数点以下第２位四捨五入）

33

34

30

31

32

27

28

29

24

25

26

21

22

23

18

19

20

15

16

17

12

13

14

11

03

04

05

06

07

08

09

10

01

02

職　　　　　　　種

↓小数点

職　　　　　　　　種

↓小数点

 ( 38 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。 （ 注 ）

１） 雇用形態にかかわらず、医療機関が定める

1週間の勤務時間（所定労働時間）のすべてを

勤務している場合は「常勤」、勤務していない場合は

「非常勤」としてください。

医師 人 . 人

歯科医師 人 . 人

2） 常勤換算については、下記の計算式により常勤換

薬剤師 人 . 人 算数を計算し、それぞれの欄に記入してください。

保健師 人 . 人 小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位

助産師 人 . 人 まで計上してください。

看護師 人 . 人 得られた結果が0.1に満たない場合は「0.1」と計上

准看護師 人 . 人 してください。

看護業務補助者 . 人 常勤換算は「0.1」「1.0」等「0」を省略せずに記入して

理学療法士（PT） . 人 ください。

作業療法士（OT） . 人

視能訓練士 . 人 従事者の1週間の勤務延時間数（残業は除く）

言語聴覚士 . 人 医療機関において常勤の従事者が勤務すべき

義肢装具士 . 人 1週間の時間数（所定労働時間）

歯科衛生士 . 人 ※ 1週間の時間数が32時間を下回る場合は分母を

歯科技工士 . 人 32時間としてください。

診療放射線技師 . 人

診療エックス線技師 . 人 常勤換算の詳細は「調査の手引き」を参照してください。

臨床検査技師 . 人

衛生検査技師 . 人

臨床工学技士 . 人

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 . 人

柔道整復師 . 人

管理栄養士 . 人

栄養士 . 人

精神保健福祉士 . 人

社会福祉士 . 人

介護福祉士 . 人

保育士 . 人 3）

公認心理師 . 人

その他の技術員 . 人

医療社会事業従事者 . 人

事務職員 . 人

その他の職員 . 人

09

05

06

07

08

01

02

常勤換算

03

04

職　　　　　　　種

実人員

従事者の人数

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

26

27

28

29

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

職　　　　　　　　種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者の人数 「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

↓小数点

「28　保育士」は子どもの患者に対するケアを行
う保育士を記入してください。なお、院内保育所に
勤務している保育士は含みません。

「常勤」・「非常勤」 「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

↓小数点

常勤換算数＝
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＜調査事項の削除・縮小等＞ 

ⅰ）処方の状況等 

  入院患者への薬剤管理指導（９月中の薬剤管理指導料の回数）【縮小】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 ( 11 ) 処方の状況等 9月中の実施状況を記入してください。

回

回

1 有 2 無

　内服薬処方箋における分量の記載方法の規定 いずれかひとつに○

1 １回量を処方の基本単位としている

2 １日量を処方の基本単位としている

3 １回量と１日量の併記としている

4 規定なし

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数

院外処方箋交付数

　医療用麻薬の処方

 ( 11 ) 処方の状況等 9月中の実施状況を記入してください。

入院患者への薬剤管理指導（９月中の薬剤管理指導料の回数） 回

回

回

1 有 2 無

　内服薬処方箋における分量の記載方法の規定 いずれかひとつに○

1 １回量を処方の基本単位としている

2 １日量を処方の基本単位としている

3 １回量と１日量の併記としている

4 規定なし

外来患者への処方数
(9月中の延回数)

院内処方数

院外処方箋交付数

　医療用麻薬の処方
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ⅱ）臨床研修医【削除】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 ( 12 ) 臨床研修医

1 いる ( 人 ) *臨床研修歯科医を除く

2 いない

いる場合は10月1日現在の人数を記入してください。
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ⅲ）医療安全体制 

  医療機器安全体制の保守計画の管理【削除】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 ( 25 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全管理委員会の責任者

院内感染防止対策の責任者

医療機器安全管理責任者

医薬品安全管理責任者

医療放射線安全管理の責任者

　院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる ( 人 ) 2 いない

　院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日 2 週1回以上 3 月2～3回程度

4 月1回程度 5 月1回未満

　患者相談担当者の配置の有無

1 有 2 無

8 9

1 2 5 8 9

1 2 3 4

6 7

6 7

3 4 5

1 2 3 4 5

医師
歯科
医師

薬剤師 看護師

診療
放射線

技師

臨床
検査

技師

臨床
工学

技士
その他

配置
して

いない

5 6 7 8 91 2 3 4

8 9

8 9

1 2

 ( 26 ) 医療安全体制 各項目について、あてはまるものひとつに○

医療安全体制（全般）

院内感染防止対策

医療機器安全管理

医薬品安全管理

医療放射線安全管理

　院内感染防止対策の専任担当者の状況

1 いる ( 人 ) 2 いない

　院内感染防止対策のための施設内回診の頻度

1 ほぼ毎日 2 週1回以上 3 月2～3回程度

4 月1回程度 5 月1回未満

　医療機器安全体制の保守計画の管理

保守計画の策定

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

保守計画の実施

1 一括管理 2 病棟・部門ごと 3 その他

　患者相談担当者の配置の有無

1 有 2 無

1 2 5

医師
歯科
医師

責 任 者

薬剤師 看護師

臨床
工学

技士
その他

配置
して

いない

診療
放射線

技師

臨床
検査

技師

4 5

1

987

9

6

7

6 7 8

1 2 3

5 62

2 3 4

1 2 3 4 5

1 3 4
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ⅳ）放射線治療の実施状況 

  「ＲＡＬＳ」「ＩＭＲＴ（強度変調照射）等の高精度照射」【削除】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 ( 31 ) 放射線治療の実施状況

Ｘ線シミュレーター 1 人 台

ＣＴシミュレーター 2 人 台

放射線治療計画装置 3 人 台

放射線治療(体外照射) 4 人

ﾘﾆｱｯｸ・ﾏｲｸﾛﾄﾛﾝ(再掲) 5 人 台

ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 6 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 7 人

装置の
台数

位置決め装置

患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記入
してください。

9月中の
患者数

 ( 32 ) 放射線治療の実施状況

Ｘ線シミュレーター 1 人 台

ＣＴシミュレーター 2 人 台

放射線治療計画装置 3 人 台

放射線治療(体外照射) 4 人

ﾘﾆｱｯｸ・ﾏｲｸﾛﾄﾛﾝ(再掲) 5 人 台

ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 6 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 7 人

　ＲＡＬＳ(再掲) 8 人 台

ＩＭＲＴ(強度変調照射)等の高精度照射 9 1 有 2 無

装置の
台数

位置決め装置

患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記入
してください。

9月中の
患者数
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ⅴ）剖検【削除】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

ⅵ）歯科設備【削除】 

令和５年調査（案） 令和２年調査 

 ( 35 ) 剖検

剖検の有無

1 している 9月中の剖検　( 件　)

2 していない

9月中の死亡数 ( 人　)

剖検をしていない場合も、9月中の死亡数を記入してください。

 ( 27 ) 歯科設備

歯科診療を行っている場合には、各項目のいずれかに○

　歯科診療台 1 有 2 無

台数 （ 台　）

　ポータブル歯科ユニット 1 有 2 無
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（別添２）概数公表資料 
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医療施設（静態）調査の実査から公表までの作業工程 別添３ー１

○通常の工程

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

外注業者

厚労省

公
表

　（患者調査へ）
　（患者調査へ）

保
健
所
へ
の
提
出
期
限

厚
生
労
働
大
臣
へ
の
提
出
期
限

経由機関
（保健所・都道府県）

調査実施年 調査実施翌年

医療機関
調
査
日

仮データ

追加提出・提出遅れ

照会票作成準備、

照会票作成（６月照会用）

結果表確認

提出遅れ分処理

受付・審査

公表準備

データ入力受付審査

集計・確認プログラムの作成・修正

実査対応

（問い合わせ等）

再チェックプログラムの作成・修正

再データチェック・修正

医療施設調査基本

ファイル等との突合

チェックプログラムの作成・修正及び

データチェック・照会用データ作成（３月照会用）

チェックプログラムの作成・修正（６月照会用）

データチェック・照会用データ作成

集計

コールセンター

照会回答

データ修正

（６月照会用）

照会

票発

送

調査票記

入・提出

確定

データ

３月照会 ６月照会
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患者調査の実査から公表までの作業工程
別添３－２

10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月

へ

医療機関

経由機関
（保健所・都道府県）

外注業者

厚労省

調査実施年 調査実施翌年 調査実施翌々年

調
査
日

厚
生
労
働
大
臣
へ
の

提
出
期
限

提
出
期
限

保
健
所
へ
の

公
表

追加提出・提出遅れ調査票記入・提出

データチェック

集計

医療施設調査データ

との突合（確定）

乗数作成・付与

提出遅れ分処理

受付・審査

公表準備

チェックプログラムの準備

データ入力受付審査

集計・確認用プログラム準備

実査対応（問い合わせ等）

コールセンター

傷病符号見直し作業、傷病符号付けプログラムの修正
※ICD変更ない場合でも一定の見直し作業は発生する

結果表確認

医療施設調査データとの突合（仮）

傷病符号付け

医療施設

データ(仮)

医療施設

データ

(確定)
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